
４森政第 538 号 

令和５年（2023 年）２月 22 日 

 

林務部各課・室長 

地域振興局林務課長  様 

 

森林政策課長 

 

週休２日工事における機械賃料の補正に係る留意事項について(通知) 

 

このことについては、令和３年９月 27 日付け３森政第 322 号（※１）により通知し

たところですが、留意事項を下記のとおりまとめましたので、適正な設計積算に御配

意願います。 

 

記 

 

１ 留意事項 

  週休２日工事における機械賃料の補正は、工期の増加に伴う機械賃料の増加に

対して補正を行うものであることから、補正が適切に計上されるよう以下の点に

留意する。 

（１） 週休２日工事における機械賃料の補正は、※１に定める補正係数による 

（２） 係数によって補正を行うことから、積算システムにおける条件「設置期間」

等は、週休２日工事の実施を加味しない期間とする 

（３） 補正の対象とする「機械賃料」は、架線における索道器械賃料及びワイヤ

ーロープ賃料など、一連の歩掛に必要な機械器材とする 

 

２ 積算システムへの仕様反映日 

  上記（３）については、自動計算されるよう積算システムの改修を行い、令和

５年３月１日から仕様に反映する。 

 

３ その他 

  留意事項はホームページで公開します。 

 

 

 

 

指導担当 
【課長】柳原 健 【主任専門指導員】毛受 誠  【担当】増井 僚 
【電話】026-235-7265   【FAX】026-234-0330 
【防災電話】8-231-3227  
【E-mail】rinsei@pref.nagano.lg.jp 

 



3 森政第 322 号 

令和３年（2021 年）９月 27 日 

 

林務部各課・室長 

地域振興局林務課長   

林業総合センター管理部長 様 

林業大学校事務長 

 

森林政策課長 

 

週休２日工事における経費の補正について(通知) 

 

このことについて、下記のとおり一部改定しましたので、適切な業務執行に御留意く

ださい。 

 地域振興局林務課におかれましては、貴職管内市町村等へも周知をお願いします。 

 

記 

 

１ 改定内容 

  別紙１のとおり 

 

２ 適用年月日 

  令和３年 10月１日以降に起工起案を行う建設工事及び森林整備から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導担当 
【課長】今井 達哉   【担当】増井 僚 
【電話】026-235-7265   【FAX】026-234-0330 
【防災電話】8-231-3227  
【E-mail】rinsei@pref.nagano.lg.jp 
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